
下関市立美術館 施設使用のご案内 
 

下関市立美術館の１階の展示室は、美術創作活動の場として、また講堂は、美術文化活動の催しの場として一般

の方々が使用することの可能なスペースです。 

ただしこれらのスペースは、貸出専用の会場ではないため、特別展など美術館の催事により使用できる期間が限

られています。施設使用の希望をお持ちの方は、美術館にご相談ください。 

 

使用することのできる施設 

第４展示室（床面積264.60㎡ ／壁面長 固定壁：65.2m＋移動壁利用で最大38.0m、天井高4.0ｍ） 

講  堂 （床面積156.20㎡ ／壁面長 固定壁：34.0m＋仮設壁設置で最大約20.0m、天井高4.0ｍ） 

 

施設使用の条件 

（１） 美術活動の発表を目的とするもので、展示品の質と会場構成に必要な数量が保証されること。 

1. 第４展示室は、音楽、演劇、舞踏等の発表、映画上映、集会等のためには使用できません。 

2. 講堂は、美術館の運営に支障のない範囲で、展示および美術文化活動に関する催し（講座等）に使用できます。 

（２） 営利を目的とするものではないこと。 

1. 作品の販売はできません。物品の販売、入場料の徴収、募金活動についても制限されます。 

（３） 「下関市立美術館の設置等に関する条例」「下関市立美術館の設置等に関する条例施行規制」「下関市立

美術館の観覧料等に関する規則」（以上別紙）に定められた内容を守ること。 

（４） 主催者（およびその連絡先）が明確であること。 

（５） 使用期間は、１週間を単位にするものであること。 

1. 休館日の月曜日に会場を設営、火曜日から日曜日まで展覧会を開催するのが基本的な会期です。ただし、月曜日が祝

日による開館日の場合はその限りではありません。また、展示替、工事等による美術館の臨時休館日がある場合、使用期

間の短縮・延長が生じることがあります。 

2. 開館、閉館時間は美術館の催しと同じで、9時30分開館、17時閉館（観覧者の入館は16時30分まで）となります。「最終

日は○時まで」など使用者による開場時間の設定はできません。 

（６） 以下の事項については、主催者側において、必要な経費の負担や手配、人員の配置等を行い、実施につ

いて責任を持つこと。 

1. 展示品の輸送 

2. 作品、展示器具等の館内への搬入・搬出作業 

3. 会場設営および撤去作業 

4. 必要な掲示物等（タイトル看板等、作品の題箋など）の制作 

5. 展示品および付属品（梱包材その他）の管理・保全 

6. 展覧会の広報（主催者名と問い合わせ先を必ず明示してください） 

7. 会期中の会場内での来場者への対応 

※ ただし、展示品の館内への搬入・搬出や、会場設営にあたっては、美術館の職員が作業に立ち会い、設

備の使用方法などについて、指示や助言を行います。館内での作業については、職員の指示に従ってく

ださい。 



使用希望の申し出 

申請の手続きに先立って、美術館に開催が可能かどうかご相談ください。 

その際、「要項」「企画書」等、下記の内容について文書としてまとめたものを美術館にお示しください。 

 

（１） 展覧会の主催者 

1. 名称および住所（団体の場合は事務局等の所在地） 

2. 連絡精勤者の氏名およびその連絡先（住所、電話番号） 

3. 搬入出、設営、撤去等の開催に必要な作業にかかわる手段・人員の計画 

（２） 展覧会の名称 

（３） 展覧会の趣旨 

（４） 出品内容・点数 

1. 作品のジャンル、形状   ※土、木などで、防虫・防カビの処置を施してないものは展示、持ち込みできません。 

2. 出品者のリスト（グループ展の場合） 

3. 作品リスト、点数  ※最終的な出品リストや点数については予定でも可 

（５） 活動内容・実績等のわかる資料 

1. 作品写真、図版などのファイル、別会場での発表歴がある場合はその会場写真など 

（６） 希望会場（第４展示室、講堂の別） 

（７） 希望時期 

 

目的、内容、方法等が適切であり、施設使用許可が可能であると判断された場合、美術館と使用期間の調整を行

ったうえで、以下の申請手続きを行っていただくことになります。 

 

施設利用申請の手続き 

（１） 美術館にて「施設使用許可申請書」の書式（下関市教育委員会あて）を発行いたします。必要事項を記

入のうえ、美術館に提出してください。 

（２） 申請が受理され、許可の方針が決した後、施設使用許可書の発行と、使用料の納付通知（納付書の発行）

を行います。使用料は、施設使用日の前日までに、納付書で指定されている金融機関等で納付してくだ

さい。 

（３） 施設使用許可書は、施設を使用される際に必ず携行してください。 

 

使用料 （単位：時間帯別）                      （単位：円） 

時間帯 午前： ９：３０～１２：００ 午後： １３：００～１７：００ 終日： ９：３０～１７：００ 

展示室４ 2,420 4,980 7,420 

講 堂 1,810 3,650 5,590 

 


